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板橋区は、武蔵野台地と荒川低地とからなる起伏に富んだ地形を有し、古くから湧水があり、みどりと水の自然
環境が残されている。しかし、近年都市化による地表の被覆や地下水脈の分断により、地下水及び湧水への影響
が深刻になりつつある。板橋区は、人と環境が共生する都市「エコポリス板橋」を実現し、良好な環境を次の世
代に継承していくために、区民や事業者等と連携して、健全な水循環を取り戻し、区民共有の貴重な資源である
地下水及び湧水を保全するため、この条例を制定する。

第１章　総則
（目的）
第１条　この条例は、地下水のかん養をさらに進めるとともに、健全な水循環を取り戻し、地下水及び湧水の保
全を図り、地盤沈下等の公害を防ぐことにより、区民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　(１)  地下水　雨水等が地下に浸透して蓄えられた板橋区（以下「区」という。）の区域内の地下に存在する
水（温泉法（昭和23年法律第125号）に規定する温泉を除く。）をいう。
　(２)  湧水　区の区域内において地下水が湧き出たものをいう。
　(３)  井戸　揚水機の出力が300ワットを超える揚水施設により、地下水を揚水する構造物をいう。
　(４)  事業者　区内で事業活動を行う個人及び法人をいう。
　(５)  大口地下水利用者　井戸により地下水を利用する者（以下「井戸利用者」という。）であって、暦年で
前年１年間の揚水量（災害時に区民のために利用した地下水を除く。）が36,500立方メートルを超えるものをい
 う。
　(６)  雨水浸透施設　雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ、透水性舗装、雨水浸透側溝等雨水の地下浸透を促進
するための施設をいう。

（区の責務）
第３条　区は、水環境保全のため、総合的かつ計画的に施策を実施し、地下水及び湧水の保全に必要な措置を講
じなければならない。
２      区は、健全な水循環を維持回復するために、緑地保全等を進めることにより、雨水の自然な地下浸透を
図るとともに、区の管理する公共施設の整備に当たっては、雨水の地下浸透を推進しなければならない。
３      区は、区民及び事業者に地下水及び湧水の保全に関する情報を適切に提供し、意識の啓発及び支援を行
わなければならない。
４      区は、井戸利用者と協力し、区民が災害時に地下水を利用することができるよう努めなければならない
。

（事業者の責務）
第４条　事業者は、事業活動を行うに当たっては、地下水及び湧水の保全のために必要な措置を講ずるとともに
、区が実施する地下水及び湧水の保全に関する施策に協力しなければならない。
２　事業者は、板橋区規則（以下「規則」という。）で定める駐車場を設置する場合は、当該駐車場に雨水浸透
施設を設置するよう努めなければならない。

（井戸利用者の責務）
第５条　井戸利用者は、地下水が区民共有の貴重な資源であるとの認識に立ち、その適正な利用を図る責務を有
するとともに、区が実施する地下水及び湧水の保全に関する施策に協力しなければならない。



（大口地下水利用者の責務）
第６条　大口地下水利用者は、雨水の利用、地下水のかん養及び湧水の保全に必要な措置を講ずる責務を有する
とともに、区が実施する地下水及び湧水の保全に関する施策に協力しなければならない。
２      大口地下水利用者は、地下水の適切な利用を図り、揚水量の減量に努めなければならない。
３      大口地下水利用者は、規則で定めるところにより、利用する井戸の地下水位及び井戸周囲の地盤沈下の
状況を測定し、並びに当該大口地下水利用者である年１年間の測定結果を翌年の３月31日までに、区長に報告し
なければならない。
４      前項の規定にかかわらず、大口地下水利用者は、利用する井戸周囲の地盤の状況を監視し、異変が認め
られるときは、直ちに区長に報告しなければならない。

（区民の責務）
第７条　区民は、地下水及び湧水の保全に努めるとともに、区が実施する地下水及び湧水の保全に関する施策に
協力しなければならない。

第２章　地下水及び湧水の保全
（井戸の利用届等）
第８条　この条例の施行の際、現に区内に設置されている井戸を利用している者は、規則で定めるところにより
、次に掲げる事項を書面で区長に届け出なければならない。
　(１)  氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
　(２)  施設の名称及び所在地
　(３)  井戸の利用に係る業種及び作業の種類
　(４)  井戸の構造及び配置
　(５)  地下水揚水量
　(６)  前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
２      この条例の施行の際、現に区内に設置されている井戸をこの条例の施行の日後に利用する者は、当該井
戸を利用する前にあらかじめ、前項の規定に準じて届出を行わなければならない。
３      前２項の者は、規則で定めるところにより、年間の地下水揚水量を区長に報告しなければならない。

（揚水量の制限）
第９条　前条の規定による届出があったときは、区長は、この条例の施行の日前５年間の各年間揚水量のうち最
大となる年の揚水の実績（以下「最大年間揚水量」という。）を規則で定めるところにより確認するものとする
。
２      前項の規定により、最大年間揚水量を確認された者は、届出以後の年間揚水量が最大年間揚水量（3,65
0立方メートル未満の場合は3,650立方メートル）を超えないように努めるものとする。
３      第１項の規定により最大年間揚水量を確認されなかった者は、当該井戸により年間3,650立方メートル
を超えて、地下水を揚水してはならない。
４      都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）第134条第３項各号（第
４号を除く。）に掲げる揚水施設については、前３項の規定は適用しない。

（井戸廃止の届出）
第10条　井戸を利用している者は、井戸の利用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところ
により、次に掲げる事項を区長に届け出なければならない。
　(１)  氏名及び住所（法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
　(２)  施設の名称及び所在地
　(３)  井戸の利用に係る業種及び作業の種類
　(４)  廃止の理由
　(５)  前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

（湧水保全地域の指定）
第11条　区長は、湧水地点を含む地域で湧水の保全のための施策を講ずる必要があると認める地域を、湧水保全
地域として指定することができる。

（工事費用等の補助）
第12条　区は、大口地下水利用者が、第６条第３項の規定に基づき地盤沈下の状況を測定する機器を設置する場
合は、測定設備に係る工事費用の一部を補助することができる。
２      区は、大口地下水利用者が、地下水利用から上水道利用に転換する場合は、上水道設備に係る工事費用
の一部を補助することができる。
３      区は、湧水保全地域内の湧水の保全のため、当該保全に係る費用の一部を補助することができる。

（地下水及び湧水の保全に係る計画）
第13条　区長は、地下水及び湧水の保全に係る計画を板橋区環境基本計画に定めるものとする。



（東京都との連携）
第14条　区は、地下水の広域性、流動性等にかんがみ、東京都との連携を緊密にするとともに、地下水保全に関
し、東京都へ働きかけるものとする。

第３章　雑則
（勧告）
第15条　区長は、第６条第３項の規定に違反した大口地下水利用者に対し、期限を定め、改めて報告をするよう
勧告することができる。
２      区長は、井戸の地下水位の著しい低下及び井戸周囲の地盤沈下が発生し、周辺の生活環境に支障を及ぼ
すおそれがあると認めるときは、当該井戸を利用している大口地下水利用者に対し、地下水の揚水量を必要な限
度で減じるよう勧告することができる。
３      区長は、第８条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、届出をし、又は届出を改め
るよう勧告することができる。
４      区長は、第９条第３項の規定に違反した者に対し、以後の揚水量を同項の規定に適合する揚水量にする
よう勧告することができる。

（公表）
第16条　区長は、前条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表すること
ができる。
２　区長は、前項の規定により公表をしようとする場合は、あらかじめ公表に係る者の意見を聴くものとする。

（命令）
第17条　区長は、第15条第１項、第２項又は第４項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかったと
きは、勧告内容を実施するよう命令することができる。

（立入検査等）
第18条　区長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に井戸等の場所に立ち入り、その場所又はそ
の他必要な場所において、設備その他の物件を検査し、関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができ
 る。
２　前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなら
ない。

（委任）
第19条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第４章　罰則
第20条　第17条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

（両罰規定）
第21条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

付則
１      この条例は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第２条第５号、第６条、第12条第１項及び第２
項並びに第15条第１項及び第２項の規定は、平成20年１月１日から施行する。
２      第８条第１項の規定による届出は、この条例の施行の日から６月以内に、行わなければならない。


